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令和５年７月 肝付町 

 

肝付町特定事業主行動計画の実施状況及び肝付町における女性の活躍状況の公表 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）第 19 条第６項に

基づき、肝付町における特定事業主行動計画（第４期）に基づく取り組みの実施状況につい

て、以下のとおり公表します。 

あわせて、同法第 21 条の規定に基づき、女性の職業選択に資する情報を公表します。 

 

≪職業生活における機会の提供に関する実績≫ 

１）女性職員の採用割合、管理職の女性割合 

【目標】女性職員の採用については、年度により採用人数に変動があるものの、一般部門

においては概ね 30％、病院部門においては概ね 50％を目標に採用するものとします。 

①一般部門 

年  度 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

職 員 数 １８０ １８０ １８０ １７８ １７６ １７７ 

うち女性職員 ３６ ４１ ４２ ４５ ４８ ４７ 

（割 合）  （20.0％） （22.8％） （23.3％） （25.3％） （27.2％） （26.6％） 

採用職員数 ８ １３ １０ １３ ５ １０ 

うち女性職員 ５ ８ ４ ６ ４ ２ 

（ 割  合 ） （62.5％） （61.5％） （40.0％） （46.2％） （80.0％） （20.0％） 

管理職員数 ２１ ２１ ２３ ２２ ２１ ２１ 

うち女性職員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

（ 割  合 ） （0.0％） （0.0％） （0.0％） （0.0％） （0.0％） （0.0％） 

②病院部門 

年  度 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

職 員 数 ２５ ２８  ２７  ２７  ２７  ２８ 

うち女性職員 １３ １６  １５  １５  １４  １６ 

（割 合）  （52.0％） （57.1％） （55.6％） （55.6％） （51.9％） （57.1％） 

採用職員数 ４ ３  ２  ０  ２  ２ 

うち女性職員 ２ ３  ０  ０  １  ２ 

（ 割  合 ） (50.0％） (100.0％） （0.0％） （0.0％） （50.0％） （100.0％） 

管理職員数 ３ ３  ３  ３  ３  ３ 

うち女性職員 １ １  １  １  １  １ 

（ 割  合 ） （33.3％） （33.3％） （33.3％） （33.3％） （33.3％） （33.3％） 

 

２）各役職段階の職員の女性割合（一般部門及び病院部門のうち一般行政職） 

【目標】女性職員の管理職の登用については、本町の状況等を判断し、積極的に推進し、

行政施策における女性の参画拡大に努めます。 

                                     R5.7.1 現在 

役職名 主事・主事補 主  査 係長・主幹 課長補佐･参事 課 長 級 

職 員 数 ４３ １４ ２５ ４４ ２０ 

うち女性職員 １５ ６ ２ ９ ０ 

（ 割  合 ） （34.9％） （42.9％） （8.0％） （20.5％） （0.0％） 
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≪職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績≫ 

１）継続勤務年数の男女差 

【目標】女性職員には、採用年齢が遅かった技能労務職員等が含まれますが、結婚や育児、

介護等の理由による離職がないよう、育児休暇や介護休暇の活用を推進すると共に、働

きやすい職場づくりに努めます。 

                         R5.7.1 現在 

一 般 部 門 
男 性 １９年９ヵ月 男女差 

６年８ヵ月 女 性 １３年１ヵ月 

病 院 部 門 
男 性 １５年２ヵ月 男女差 

３年１０ヵ月 女 性 １１年４ヵ月 

 

２）職員一人あたりの各月ごとの時間外勤務時間（一般部門） 

【目標】職場における時間外勤務は、男女を問わず職員の負担になることから、時間外勤

務の縮減に向けた取り組みを積極的に行い、職員が仕事をしやすい環境を整えます。 

                                     令和４年度 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

時 間 14.4 8.5 9.7 12.4 9.3 25.2 14.4 12.1 8.2 6.6 8.2 9.6 

 

３）男女別の育休取得率 

【目標】妻が出産をした場合、産後８週間の間に、父親である職員に対し、育児休業の取

得を推進し、男性の育児休業の取得率を、計画終期において 50％又は１名以上の育児休

業取得を目標とします。 

H29 H30 R元 R2 R3 R4

出　　産 5 3 1 0 4 3

取得人数 0 0 0 0 0 0

取 得 率 0.0% 0.0% 0.0% － 0.0% 0.0%

出　　産 1 0 1 1 2 2

取得人数 1 0 1 1 2 2

取 得 率 100.0% － 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

出　　産 0 0 1 0 1 2

取得人数 0 0 0 0 0 0

取 得 率 － － 0.0% － 0.0% 0.0%

出　　産 0 0 1 0 1 0

取得人数 0 0 1 0 1 0

取 得 率 － － 100.0% － 100.0% －
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４）男性職員の配偶者出産休暇等の取得率・平均取得日数 

【目標】妻が出産をした場合、２日の範囲内の休暇取得を推進し、職場内における理解を

深めるとともに、計画終期において休暇取得率取得日数２日を維持することを目標とします。 

 H29 H30 R元 R2 R3 R4

取得人数 5 3 1 1 3 1

取得日数計 10 6 2 2 6 2

平均取得日数 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

取 得 率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 33.3%

取得人数 0 0 1 0 0 2

取得日数計 0 0 2 0 0 4

平均取得日数 － － 2 － 0 2

取 得 率 － － 100.0% － 0.0% 100.0%
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